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平成２４年第４回下仁田町議会定例会会議録第２号（１３日） 
招集年月日   平成２４年１２月１２日 

招集の場所   下 仁 田 町 議 会 議 場 

開閉会日時 開 会 平成２４年１２月１２日午前10時10分 議 長 千 野 榮 治 

及 び 宣 言 閉 会 平成２４年１２月２０日午前11時20分 議 長 千 野 榮 治 

応（不応）招議員 議席番号 氏 名 出席等の別 議席番号 氏 名 出席等の別 

及 び 出 席 並 び に １ 永 井 正 之 ○ ７ 佐 藤 勇 二 ○ 

欠 席 議 員 ２ 木 暮 弘 元 ○ ８ 千 野 榮 治 ○ 

出 席  １ ２ 名 ３ 矢 嶋 榮 一 ○ ９ 島 﨑 紘 一 ○ 

欠 席    名 ４ 原  秀 男 ○ １０ 堀 口 博 志 ○ 

欠 員    名 ５ 岩 崎 正 春 ○ １１ 岡 田 武 二 ○ 

 凡   例   ６ 髙 瀬 政 信 ○ １２ 佐 藤 公 夫 ○ 

○ 出席を示す       

△ 欠席を示す       

× 不応招示す       

会 議 録 署 名 議 員 ３番 矢 嶋 榮 一 ４番 原  秀 男  

職務のため議場に 

 

出席したものの氏名 

事 務 局 長 

 

市 川  隆 

 

書 記 

 

並 木 文 子 

 

 町 長 金 井 康 行 ガ ス 水 道 課 長 金 井 義 富 

地方自治法 副 町 長 ────── 水 道 課 長 （ガス水道課長兼務）  

第１２１条に 教 育 長 吉 井  誠 教 育 課 長 竹 内 芳 則 

より説明のた 総 務 課 長 永 井 正 信 ジオパーク推進室長 神 戸  哲 

め出席した者 企 画 財 政 課 長 神 戸 康 全   

の氏名 健 康 課 長 神 宮 喜 美   

 産 業 振 興 課 長 加 庭 紀 夫   

 会 計 課 長 茂 木 政 美   
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議 事 日 程  別紙のとおり 

 ───────────────────── 

会 議 に 付 し た 議 件 

 ───────────────────── 

１ 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について 

２ 第79号議案 専決処分の承認を求めることについて（平成24年度下仁田町一般会 

        計補正予算（第３号）） 

３ 第80号議案 専決処分の承認を求めることについて（平成24年度下仁田町一般会 

        計補正予算（第４号）） 

４ 第81号議案 下仁田町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

５ 第82号議案 下仁田町福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例 

６ 第83号議案 下仁田町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関 

        する基準を定める条例 

７ 第84号議案 下仁田町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び 

        運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のため 

        の効果的な支援の方法に関する基準を定める条例 

８ 第85号議案 町道路線の廃止について 

９ 第86号議案 町道路線の変更について 

10 第87号議案 下仁田町立旧馬山小学校解体工事請負契約について 

追加日程第１  公開質問状に関する調査特別委員長報告 

11 議案第90号 公開質問状に対する調査特別委員会の調査結果に関する決議 

12 第88号議案 平成24年度下仁田町一般会計補正予算（第５号） 

  第89号議案 平成24年度下仁田町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号） 

13 陳情第３号 「緊急事態基本法」の早期制定を求める意見書提出を求める陳情 

  陳情第４号 安全・安心の医療・介護実現のための夜勤改善・大幅増員を求める 

        陳情書 

  陳情第５号 介護職員処遇改善加算の継続、拡充を求める陳情書 

        議員木暮弘元君に対する懲罰動議 

会 議 の 経 過 

────────────── 

    開  会    平成２４年１２月１３日  午前１０時００分 

────────────────── 

○議長 千野榮治  これから、本日の会議を開きます。 

     お諮りいたします。 
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     日程第１、諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議題とし、

提案理由の説明を総務課長に求めます。総務課長 

（永井正信総務課長 登壇） 

○総務課長 永井正信  命により、諮問第１号を朗読し、ご提案、ご説明申し上げ

ます。諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について、下記の者を人権擁

護委員候補者として推薦したいので、議会の意見を求める。記、住所、下仁

田町大字上小坂４８０番地３、氏名、齋藤清、昭和１９年１１月２３日生ま

れ。 

     平成２４年１２月１２日提出、下仁田町長、金井康行。 

     提案理由、齋藤清氏が平成２５年３月３１日任期満了となるためでござい

ます。 

     以上、よろしくお願いします。 

○議長 千野榮治  提案理由の説明が終わりましたので、採決いたします。 

     諮問第１号を原案のとおり同意することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長 千野榮治  ご異議ないものと認めます。よって、諮問第１号は原案のとお

り同意することに決定いたしました。 

──────────────────── 

○議長 千野榮治  次に、日程第２、第７９号議案 専決処分の承認を求めること

について（平成２４年度下仁田町一般会計補正予算（第３号））を議題とし、

提案理由の説明を企画財政課長に求めます。企画財政課長 

（神戸康全企画財政課長 登壇） 

○企画財政課長 神戸康全  命によりまして、第７９号議案を朗読し、ご提案、ご

説明申し上げます。 

     第７９号議案 専決処分の承認を求めることについて、地方自治法第１７９

条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定

により、これを報告し承認を求める。 

     平成２４年１２月１２日提出、下仁田町長、金井康行。 

     次ページをお願いいたします。専決処分書、地方自治法第１７９条第１項

の規定により、別紙のとおり平成２４年度下仁田町一般会計補正予算（第３

号）を専決処分する。 

     平成２４年１１月９日、下仁田町長、金井康行。 

     平成２４年度下仁田町一般会計補正予算（第３号）、平成２４年度下仁田

町の一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 
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     歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

１６３万５千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５０億

６，８６４万９千円とする。第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び

当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳

出予算補正」による。 

     平成２４年１１月９日専決処分、下仁田町長、金井康行。 

     ２ページをお願いします。第１表歳入歳出予算補正でございますが、款の

区分と補正額のみ申し上げます。 

     まず、歳入ですが、１８款繰入金１６３万５千円、歳入合計１６３万５千円の

増額でございます。 

     次に、歳出でございます。２款総務費１６３万５千円、歳出合計１６３万

５千円の増額でございます。 

     次に、歳入歳出予算事項別明細書でございますが、１の総括につきまして

は説明を省略させていただきます。また、４ページ以降の歳入歳出につきま

しては、さきの全員協議会におきまして説明いたしましたので、省略させて

いただきます。 

     以上のとおり専決処分させていただきましたので、ご承認いただきますよ

うお願い申し上げます。 

○議長 千野榮治  提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑は

ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 千野榮治  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。討

論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 千野榮治  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     第７９号議案を原案のとおり承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 千野榮治  挙手全員です。よって、第７９号議案は原案のとおり承認され

ました。 

──────────────────── 

○議長 千野榮治  次に、日程第３、第８０号議案 専決処分の承認を求めること

について（平成２４年度下仁田町一般会計補正予算（第４号））を議題とし、

提案理由の説明を企画財政課長に求めます。企画財政課長 

（神戸康全企画財政課長 登壇） 
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○企画財政課長 神戸康全  命によりまして、第８０号議案を朗読し、ご提案、ご

説明申し上げます。 

     第８０号議案 専決処分の承認を求めることについて、地方自治法第１７９

条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定

により、これを報告し承認を求める。 

     平成２４年１２月１２日提出、下仁田町長、金井康行。 

     次のページをお願いいたします。専決処分書、地方自治法第１７９条第１

項の規定により、別紙のとおり平成２４年度下仁田町一般会計補正予算（第

４号）を専決処分する。 

     平成２４年１１月１６日、下仁田町長、金井康行。 

     平成２４年度下仁田町一般会計補正予算（第４号）、平成２４年度下仁田

町の一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

     歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

７４０万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５０億

７，６０４万９千円とする。第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び

当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳

出予算補正」による。 

     平成２４年１１月１６日専決処分、下仁田町長、金井康行。 

     ２ページをお願いいたします。第１表歳入歳出予算補正でございますが、

款の区分と補正額のみ申し上げます。 

     まず、歳入ですが、１４款国庫支出金７４０万円、歳入合計７４０万円の

増額でございます。 

     次に、歳出ですが、２款総務費７４０万円、歳出合計７４０万円の増額で

ございます。 

     次に、歳入歳出予算事項別明細書でございますが、１の総括につきまして

は、説明を省略させていただきます。また、４ページ以降の歳入歳出につき

ましては、さきの全員協議会で説明いたしましたので、省略させていただき

ます。 

     以上のとおり専決処分させていただきましたので、ご承認いただきますよ

うお願い申し上げます。 

○議長 千野榮治  提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑は

ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 千野榮治  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。討
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論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 千野榮治  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     第８０号議案を原案のとおり承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 千野榮治  挙手全員です。よって、第８０号議案は原案のとおり承認され

ました。 

──────────────────── 

○議長 千野榮治  次に、日程第４、第８１号議案 下仁田町職員の育児休業等に

関する条例の一部を改正する条例を議題とし、提案理由の説明を総務課長に

求めます。総務課長 

（永井正信総務課長 登壇） 

○総務課長 永井正信  命により、第８１号議案を朗読し、ご提案、ご説明申し上

げます。 

     第８１号議案 下仁田町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する

条例、下仁田町職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。

以下の改正内容につきましては、さきの議会全員協議会においてご説明をさ

せていただきましたので、説明を省略させていただきます。 

     附則、この条例は、公布の日から施行する。 

     平成２４年１２月１２日提出、下仁田町長、金井康行。 

     よろしくお願いいたします。 

○議長 千野榮治  提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑は

ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 千野榮治  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。討

論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 千野榮治  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     第８１号議案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 千野榮治  挙手全員です。よって、第８１号議案は原案のとおり可決され

ました。 

──────────────────── 

○議長 千野榮治  次に、日程第５、第８２号議案 下仁田町福祉医療費の支給に
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関する条例の一部を改正する条例を議題とし、提案理由の説明を健康課長に

求めます。健康課長 

（神宮喜美健康課長 登壇） 

○健康課長 神宮喜美  命によりまして、第８２号議案を朗読し、ご提案、ご説明

申し上げます。 

     第８２号議案 下仁田町福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する

条例、下仁田町福祉医療費の支給に関する条例の一部を次のように改正する。

以下につきましては、さきの議会全員協議会でご説明申し上げましたので、

省略させていただきます。 

     附則、この条例は、公布の日から施行し、改正後の下仁田町福祉医療費の

支給に関する条例の規定は平成２４年８月１日から適用する。 

     平成２４年１２月１２日提出、下仁田町長、金井康行。 

     以上ですが、よろしくお願いします。 

○議長 千野榮治  提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑は

ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 千野榮治  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。討

論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 千野榮治  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     第８２号議案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 千野榮治  挙手全員です。よって、第８２号議案は原案のとおり可決され

ました。 

──────────────────── 

○議長 千野榮治  次に、日程第６、第８３号議案 下仁田町指定地域密着型サー

ビスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例を議題とし、提

案理由の説明を健康課長に求めます。健康課長 

（神宮喜美健康課長 登壇） 

○健康課長 神宮喜美  命によりまして、第８３号議案を朗読し、ご提案、ご説明

を申し上げます。 

     第８３号議案 下仁田町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び

運営に関する基準を定める条例、目次以下につきましては、さきの全員協議

会におきましてご説明申し上げましたので、省略させていただきます。 
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     ７５ページをお願いいたします。 

     附則、この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

     平成２４年１２月１２日提出、下仁田町長、金井康行。 

     以上ですが、よろしくお願いいたします。 

○議長 千野榮治  提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑は

ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 千野榮治  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。討

論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 千野榮治  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     第８３号議案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 千野榮治  挙手全員です。よって、第８３号議案は原案のとおり可決され

ました。 

──────────────────── 

○議長 千野榮治  次に、日程第７、第８４号議案 下仁田町指定地域密着型介護

予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サ

ービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条

例を議題とし、提案理由の説明を健康課長に求めます。健康課長 

（神宮喜美健康課長 登壇） 

○健康課長 神宮喜美  命によりまして、第８４号議案を朗読し、ご提案、ご説明

申し上げます。 

     第８４号議案 下仁田町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、

設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のため

の効果的な支援の方法に関する基準を定める条例、目次以下につきましては、

さきの議会全員協議会で説明させていただきましたので、省略させていただ

きます。 

     ３７ページをお願いいたします。 

     附則、この条例は、平成２５年４月１日から施行する 

     平成２４年１２月１２日提出、下仁田町長、金井康行。 

     以上ですが、よろしくお願いいたします。 

○議長 千野榮治  提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑は

ございませんか。 



- 41 - 

（「なし」の声あり） 

○議長 千野榮治  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。討

論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 千野榮治  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     第８４号議案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 千野榮治  挙手全員です。よって、第８４号議案は原案のとおり可決され

ました。 

──────────────────── 

○議長 千野榮治  次に、日程第８、第８５議案 町道路線の廃止についてを議題

とし、提案理由の説明を産業振興課長に求めます。産業振興課長 

（加庭紀夫産業振興課長 登壇） 

○産業振興課長 加庭紀夫  命によりまして、第８５号議案を朗読し、ご提案、ご

説明申し上げます。 

     第８５号議案 町道路線の廃止について、道路法第１０条第１項の規定に

基づき、町道路線を下記のとおり廃止する。記以下の廃止３８路線につきま

しては、さきの全員協議会でご説明いたしましたので、省略をさせていただ

きます。 

     平成２４年１２月１２日提出、下仁田町長、金井康行。 

     以上、よろしくお願いいたします。 

○議長 千野榮治  提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑は

ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 千野榮治  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。討

論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 千野榮治  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     第８５号議案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 千野榮治  挙手全員です。よって、第８５号議案は原案のとおり可決され

ました。 

──────────────────── 

○議長 千野榮治  次に、日程第９、第８６号議案 町道路線の変更についてを議
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題とし、提案理由の説明を産業振興課長に求めます。産業振興課長 

（加庭紀夫産業振興課長 登壇） 

○産業振興課長 加庭紀夫  命によりまして、第８６号議案を朗読し、ご提案、ご

説明申し上げます。 

     第８６号議案 町道路線の変更について、道路法第１０条第２項の規定に

基づき、町道路線を下記のとおり変更する。記以下の変更５路線は、さきの

全員協議会でご説明申し上げましたので、省略をさせていただきます。 

     平成２４年１２月１２日提出、下仁田町長、金井康行。 

     以上、よろしくお願いいたします。 

○議長 千野榮治  提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑は

ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 千野榮治  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。討

論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 千野榮治  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     第８６号議案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 千野榮治  挙手全員です。よって、第８６号議案は原案のとおり可決され

ました。 

──────────────────── 

○議長 千野榮治  次に、日程第１０、第８７号議案 下仁田町立旧馬山小学校解

体工事請負契約についてを議題とし、提案理由の説明を教育課長に求めます。

教育課長 

（竹内芳則教育課長 登壇） 

○教育課長 竹内芳則  命によりまして、第８７号議案を朗読し、ご提案、ご説明

申し上げます。 

     第８７号議案 下仁田町立旧馬山小学校解体工事請負契約について、平成

２４年１１月２８日、指名競争入札に付した下仁田町立旧馬山小学校解体工

事請負契約について、下記のとおり請負契約を締結するため、下仁田町議会

に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定及び地方

自治法第９６条第１項第５号の規定により、議会の議決を求める。記、１、

契約の目的、下仁田町立旧馬山小学校解体工事請負契約、２、契約の方法、

指名競争入札による契約、３、契約の金額５，２１８万５，０００円、４、
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契約の相手方、下仁田町大字馬山３７０９の１、神戸土木株式会社代表取締

役、神戸康宏。 

     平成２４年１２月１２日提出、下仁田町長、金井康行。 

     以上でございますが、よろしくお願いいたします。 

○議長 千野榮治  提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑は

ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 千野榮治  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。討

論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 千野榮治  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     第８７号議案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 千野榮治  挙手全員です。よって、第８７号議案は原案のとおり可決され

ました。 

──────────────────── 

○議長 千野榮治  お諮りいたします。 

     ただいま公開質問状に関する調査特別委員会委員長から、委員長報告が提

出されました。これを日程に追加し、追加日程第１として議題としたいと思

います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長 千野榮治  ご異議ないものと認め、委員長報告を日程に追加し、追加日程

第１として議題とすることに決定いたしました。 

     お諮りいたします。本案については、木暮弘元君の一身上に関する事件で

あると認められますので、地方自治法第１１７条の規定によって、木暮弘元

君を除斥したいと思います。これにご異議ございませんか。 

（「議長、異議があります。発言よろしいでしょうか」の声あり） 

○議長 千野榮治  異議がありますので、発言を許します。 

○２番 木暮弘元  議員個人の件であっても、また私のことであっても、この件に

ついては質問と反対意見を述べる機会を与えていただきたいと思います。ぜ

ひ除斥を取り消し、このまま続けていただきたい。よろしくお願いいたしま

す。 

○議長 千野榮治  そういう提案でございましたけれども、異議がありますので挙

手によって採決いたします。 
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     木暮弘元君を除斥することに賛成の方の挙手を求めます。 

（「議長」の声あり） 

○議長 千野榮治  もう一度挙手をお願いします。 

（「置いておきゃいいよ、置いておきゃ」の声あり） 

○議長 千野榮治  それでは、本人のたっての申し入れということで、除斥をしな

いで、このまま同席をして進めたいと思いますので、お願いをいたします。 

──────────────────── 

○議長 千野榮治  それでは、追加日程第１、委員長報告に入ります。 

     過日付託をいたしました教育委員会に対する公開質問状に関する調査の結

果及び経過についてを報告願います。 

     公開質問状に関する調査特別委員会委員長 

     暫時休憩いたします。 

    休  憩  午前１０時２８分 

       （委員長報告配付） 

    再  開  午前１０時２９分 

○議長 千野榮治  それでは、休憩を解いて再開いたします。 

     委員長、お願いします。 

（島﨑紘一公開質問状に関する調査特別委員長 登壇） 

○公開質問状に関する調査特別委員長 島﨑紘一  それでは、調査特別委員会につ

いての委員長報告を行います。 

     去る９月定例議会において発足した公開質問状に関する調査特別委員会の

調査と結果について報告いたします。また、本報告書は、去る１２月５日議

員協議会終了後、議員全員出席のもと開催されました特別委員会において協

議をされ、全会一致で決定されたものです。さらに、委員からすぐに議長に

報告書を提出したほうがよいとの意見によりまして、同日付で議長に、会議

規則第７６条の規定により提出いたしました。 

     まず、調査事件であります。本委員会は、６月定例会における佐藤博議員

（当時）の一般質問の内容に事を発し、議員協議会においてその問題が取り

上げられました。個人的案件に対し議員が介入したことが適か不適かが問題

となり、議員協議会において３回協議をした結果、調査委員会を設け協議を

し、さらに特別委員会として、議会の議決を経て協議と調査を重ねてまいり

ました。その基本としては、法的問題にとらわれない、議員が教育委員会に

個人的問題で介入したことが適か不適か。それによって教育委員会関係者へ

の影響がどうだったか。以上であります。 
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     調査の経過であります。公開質問状を受けた教育委員会、また提出した佐

藤博議員（当時）、木暮弘元議員双方に対し、それぞれの事情聴取を実施、

その結果、教育委員会の見解としては、スポーツ推進委員委嘱については教

育委員会推薦、地区推薦、スポーツ推進委員会委員推薦があるが、木暮弘元

氏については、議会議員の立場になった以上、教育委員会推薦はできないと

の見解。（結果的にスポーツ推進委員会推薦により、５月２１日委嘱状交

付）公開質問状提出者の見解については「認識のない人に対し幾らお願いを

しても議論は平行線と考え、公開質問状の提出に至りました」との見解。

（４月２０日教育委員会に提出） 

     以上の点を踏まえまして双方から事情聴取をした結果、また、関係機関、

専門家の見解を参考に、特別委員会としての問題点の見解は下記のとおりと

いたしました。まず①議会議員がスポーツ推進委員の推薦を教育委員会から

得ようとしたいがために、個人的問題を議会議員の立場を利用して、一般質

問の場を使って公開質問状を取り上げ、回答を迫ったこと。②番、議会議員

の立場を利用して、神聖な議会の場を個人の政治活動に使った行為。③番、

議会議員として個人的問題にもかかわらず、執行権に介入した行為は議会の

立場をおとしめる行為。④番といたしまして、教育委員会の独自性、中立性、

公平性、合議制を基本とした独立行政機関の結論を理解せず、執拗に公開質

問状の回答を再三、再四にわたり文書を送付したり、また面接をした。それ

によって教育委員に脅威を与えるとともに、圧力と受けとめられたことは事

実で、精神的に苦しい立場に立たせた。さらに、当事者が総務委員長、総務

委員の立場であるだけに、正常な教育委員会運営に支障を来たしかねない実

態と感じさせた。 

     ３番、調査の結果または概要（意見）、社会的にも議員としての資質、モ

ラルの問題が問われ、議会の品位と名誉を著しく低下させた行為は重大であ

り、公私混同も甚だしい。議員は、社会全体の奉仕者であるとの基本から大

きく逸脱しているとの決論に至りました。 

     以上、報告といたします。 

○議長 千野榮治  以上で、委員会における調査の経過及び結果について報告があ

りましたが、委員長報告に対する質疑はございませんか。堀口博志君 

○１０番 堀口博志  さきの特別委員会の席上でも申しておきましたが、報告書並

びにこの後の決議ですか、それに対する文書の修正を求めておきましたが、

その修正は図られないんでしょうか。 

○議長 千野榮治  委員長 
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○公開質問状に関する調査特別委員長 島﨑紘一  お答えいたします。本調査委員

会は、６月に議員協議会によって調査、さらに調査委員会、さらに特別委員

会と延べ１６回にわたって協議をしてまいりました。その間、いろいろ意見

はございました。そういう中で立ち上げてきた特別委員会においても、やは

りいろいろ意見がありましたけれども、結果的には異議なしと、そういうこ

とで委員長として確認をとって次に進めてきた経緯があります。そういう中

で、ただいまの堀口議員の質問については、尐数意見の取り扱いということ

で、会議規則第７５条にありますが、その正式な尐数意見としての取り上げ

が委員長にもありませんでしたし、また、委員長を通じて議長に報告すらも

ありませんでした。そういうことで、協議中にはいろいろな意見があった。

しかしながら、結論としては、全会一致で皆さんの同意を取りつけて今まで

来た。そういうことであります。 

○議長 千野榮治  木暮弘元君 

○２番 木暮弘元  議案９０号の公開質問状の調査特別委員会の調査結果に関する

議決ということで、質問と反対討論の機会を与えてもらって、質疑…… 

○議長 千野榮治  岡田武二君 

○１１番 岡田武二  議案９０号については提案されていないので、委員長報告に

ついてだけにしていただきたいと思います。 

（「はい、それじゃ取り下げます」の声あり） 

○議長 千野榮治  取り下げ。もう尐しきちっと精査をして、議場ですから、発言

をしていただきたいと思います。 

（「その提案のときにさせていただきます」の声あり） 

○議長 千野榮治  私語は慎んでください。 

     委員長報告に対する質疑はないものと認め、質疑を終結いたします。 

──────────────────── 

○議長 千野榮治  次に、日程第１１、議案第９０号 公開質問状に対する調査特

別委員会の調査結果に関する決議を議題といたします。 

     議会事務局長に朗読をさせます。 

（市川隆議会事務局 登壇） 

○議会事務局長 市川隆  命によりまして、議案第９０号を朗読いたします。 

     議案第９０号 公開質問状に対する調査特別委員会の調査結果に関する決

議、上記の議案を別紙のとおり、下仁田町議会会議規則第１３条の規定によ

り提出いたします。 

     平成２４年１２月１２日、下仁田町議会議長、千野榮治様、提出者、下仁
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田町議会議員、島﨑紘一、賛成者同、髙瀬政信、賛成者同、佐藤勇二、賛成

者同、佐藤公夫、賛成者同、岩崎正春、賛成者同、岡田武二。 

     裏面をお願いいたします。公開質問状に対する調査特別委員会の調査結果

に関する決議、去る９月定例議会において発足した公開質問状に関する調査

特別委員会の調査の経過と結果について報告いたします。 

     本委員会は、６月定例会における佐藤博議員（当時）の一般質問の内容に

事を発し、議員協議会においてその問題が取り上げられました。個人的案件

に対し議員が介入したことが適か不適かが問題となり、議員協議会において

３回協議をした結果、調査委員会を設け、さらに特別委員会として議会の議

決を経て、調査を重ねてまいりました。その基本としては、①法的問題にと

らわれない。②議員が教育委員会に個人的問題で介入したことが適か不適か。

③それによって教育委員会関係者への影響がどうだったか。以上の項目につ

いて調査をしてまいりました。 

     公開質問状を受けた教育委員会、また提出した佐藤博議員（当時）、木暮

弘元議員双方に対し、それぞれ事情聴取を実施。その結果、教育委員会の見

解としては、スポーツ推進員委嘱については、教育委員会推薦、地区推薦、

スポーツ推進委員会推薦があるが、木暮弘元氏については議会議員の立場に

なった以上、教育委員会推薦はできないとの見解。公開質問状提出者の見解

については、認識のない人に対し幾らお願いをしても、議論は平行線と考え、

公開質問状の提出に至りましたとの見解。 

     以上の点を踏まえ、双方から事情聴取をした結果、また関係機関、専門家

の見解を参考に、調査特別委員会としての結論は下記のとおりといたしまし

た。記、①議会議員がスポーツ推進委員の推薦を教育委員会から得ようとし

たいがために、個人的問題を議会議員の立場を利用して、一般質問の場を使

って、公開質問状を取り上げ、回答を迫ったこと。②議会議員の立場を利用

して、神聖な議会の場を個人の政治活動に使った行為。③議会議員として個

人的問題にもかかわらず、執行権に介入した行為は議会の立場をおとしめる

行為。④教育委員会の独自性、中立性、公平性、合議制を基本とした独立行

政機関の結論を理解せず、執拗に公開質問状の回答を再三、再四にわたり文

書を送付したり、また、面接をした。それによって教育委員に脅威を与える

とともに、圧力と受けとめられたことは事実で、精神的に苦しい立場に立た

せた。さらに、当事者が総務委員長、総務委員の立場であるだけに、正常な

教育委員会運営に支障を来しかねない事態と感じさせた。 

     以上の理由から、社会的にも議員としての資質、モラル問題が問われ、議



- 48 - 

会の品位と名誉を著しく低下させた行為は重大であり、公私混同も甚だしい。

議員は社会全体の奉仕者であるとの基本から大きく逸脱しているとの結論に

至りました。よって、木暮弘元議員に対し、今後このようなことのないよう

深く反省を求めるものであります。 

     以上でございます。 

○議長 千野榮治  朗読が終わりましたので、本案に対する質疑に入ります。質疑

はありませんか。木暮弘元君 

○２番 木暮弘元  質疑と討論をやらせていただきたい…… 

（「今は質疑だけよ」の声あり） 

○２番 木暮弘元  質疑だけですか。 

     それでは、議長、よろしいでしょうか。 

○議長 千野榮治  どうぞ。 

○２番 木暮弘元  まず第一に、１点、スポーツ推進委員の委嘱については、従来

は教育委員会推薦と地区推薦の２つの方法があり、行ってまいりました。こ

れは慣例でやっております。また、３つ目の方法があると記載されています

が、スポーツ推進委員会の推薦というのは、今回のみの異例なことでありま

す。したがって、スポーツ推進委員会推薦は、教育委員会の推薦の方法には

ありませんでしたので、この文章は訂正するか、削除するかお願いしたいと

思います。 

     ２点、１回ちょっと回答をいただけるでしょうか。 

○議長 千野榮治  委員長 

（島﨑紘一公開質問状に関する調査特別委員長 登壇） 

○公開質問状に関する調査特別委員長 島﨑紘一  ただいまの質問でありますが、

この決議文は、賛成か反対かを決めていただくことであって、この文書を削

除するとかしないとかという問題じゃございません。さらに、教育委員会の

推薦方法３つについては、教育委員の方から事情聴取をした際に、そういう

決まりであると、そういう結論でございましたので、あえてこういう表現を

使わせてもらったことだし。事実、木暮弘元氏は、スポーツ推進委員会推薦

でなったということであります。 

     ほかに質問があれば、ここで、自席に戻らないで答えたいと思います。 

○議長 千野榮治  木暮弘元君 

○２番 木暮弘元  ただいまのスポーツ推進委員の推進委員会推薦については、異

例のことでございまして、これは５月１日に委員会で、私がいなかったとき

のことでございますので、その委員の席で教育委員会の課長にお願いして、
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この推薦が決まったということでございます。 

     続きまして、質問を行います。教育委員会は、議会議員の立場になった以

上、教育委員会推薦ができないとの見解を示しながら、なぜ委嘱をしたのか。

推薦できないと見解を示しながら委嘱したことについて、教育委員会に事情

聴取されたと思いますので、このことの見解についての説明をお願いしたい

と思います。 

○公開質問状に関する調査特別委員長 島﨑紘一  お答えいたします。この件につ

いては、木暮議員が議員の立場であるか、あるいは木暮弘元スポーツ推進委

員の立場であるか、いずれにしても教育委員会に直接お尋ねをいただきたい

と思います。ここで答弁することではございません。 

○議長 千野榮治  木暮弘元君 

○２番 木暮弘元  次に、文章の中の認識のない人とは、議会が上、教育委員会が

下と発言されたとのこと。また、教育委員会は独立行政機関であるというこ

とを認識されていない方のことを述べたもので、町議になった私を外すため、

独立した行政機関である教育委員会の石井晃英教育委員長に働きかけ、木暮

議員をスポーツ推進委員に委嘱しないよう圧力を加えた金井町長、千野議長

のことを触れられていません。この事の起こりはここから始まったことであ

ります。職権の乱用で、なぜこのことを審議されなかったのか伺いたい。 

○公開質問状に関する調査特別委員長 島﨑紘一  冒頭③まで調査をした理由がご

ざいます。教育委員会に対する木暮氏との関係、また議長、町長との関係、

あるいはもろもろの時系列については、すべてそれをもとに教育委員の皆さ

んと質疑を行った結果がこの決議文でありますので、ご理解をいただきたい

と思います。 

○議長 千野榮治  木暮弘元君 

○２番 木暮弘元  そもそも１月９日に石井晃英教育委員長が佐藤博宅を訪問した

経緯等も記載して提出しておりますが、重要なことのはずなのですが、随分

片手落ちの調査であります。 

○議長 千野榮治  佐藤公夫君 

○１２番 佐藤公夫  木暮議員の発言の中に不適切な部分がございます。暫時休憩

をとっていただきたいと思います。 

○議長 千野榮治  そういう申し入れがありました。暫時休憩いたします。 

    休  憩  午前１１時００分 

    再  開  午前１１時０１分 

○議長 千野榮治  それでは、休憩を解いて再開いたします。 
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     佐藤公夫君、もう一度質疑をお願いします。どうぞ。 

○１２番 佐藤公夫  木暮議員の発言の中に、事実と異なる不適切な発言がござい

ました。職権の濫用の中に、議長と町長が教育委員会に対して圧力をかけた

と。この１点について、事実かどうか、それを確認を願いたいと思います。 

○議長 千野榮治  そういう提案がございました。立証するということはどういう

ことだかちょっとにはわからないんだけれども、ちょっと暫時休憩します。 

    休  憩  午前１１時０２分 

    再  開  午前１１時０３分 

○議長 千野榮治  休憩を解いて再開いたします。 

     木暮弘元君、今言ったように、教育委員会の中の来ていただいたときには、

町長から圧力を受けたという、教育委員会はそういうふうにとっておりませ

ん。私の名前も出ましたけれども、できることであれば議員職でお願いをし

たいというお願いはした経過がございます。それは木暮君にもお願いをした

経過がありますので、それについて圧力をかけたということは、どこかちょ

っと私にはわかりませんけれども、そういう話はしておりました。佐藤公夫

君 

○１２番 佐藤公夫  木暮君に議長のほうから確認をとってください。議場でその

発言をしたかどうか。 

○議長 千野榮治  木暮君、今、佐藤議員のほうから指摘をされたんですけれども、

今、圧力をかけたというお答えのところですが、その発言については間違い

ございませんか。どうぞ。 

○２番 木暮弘元  今、発言は、これに書いてありますけれども、発言をいたしま

した。 

○議長 千野榮治  今の発言は本人からしたということで、今、そういう答弁をい

ただきました。佐藤公夫君 

○１２番 佐藤公夫  議場の中で、個人的といったらいいか、公的といったらいい

か、その圧力をかけたという発言が適当であるかどうか、議会運営委員会を

開いていただいて、その結果の報告に私は従います。 

○議長 千野榮治  今、佐藤議員のほうから提案ございました。これについて、議

会運営委員会、議会のことでございますので、開いて、審議をしていただき

たいという申し出がございましたけれども、いかがいたしましょうか。 

（「賛成」の声あり） 

○議長 千野榮治  それでは、これで暫時休憩をして、議会運営委員会を開いてい

ただきたいと思います。委員長、よろしくお願いいたします。 
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    休  憩  午前１１時０５分 

    再  開  午前１１時２６分 

○議長 千野榮治  休憩を解いて再開いたします。 

     議会運営委員長、報告をお願いします。 

（岡田武二議会運営委員長 登壇） 

○議会運営委員長 岡田武二  議会運営委員会を開きましたので、結果報告を申し

上げます。ただいま佐藤議員から質疑がありまして、町長、議長が圧力をか

けたんじゃないかという発言について、不適切ではないかというような提案

もありました。そういった中で、木暮議員に先ほど確認をしたところ、取り

消しをいたしませんということでございますので、そのまま議会運営を続け

ていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長 千野榮治  木暮弘元君 

○２番 木暮弘元  ただいま議会運営委員会の委員長さん、ありがとうございまし

た。 

     議案９０号 公開質問状に対する調査特別委員会の調査結果についての２

枚目に、それによって教育委員に脅威を与えるとともに、圧力と受けとめら

れたことは事実で、精神的に苦しい立場に立たされたというような文言も、

圧力というような言葉も出ております。私自身、圧力はかけた覚えがござい

ません。ということで、この文言は取り消しをいたしません。 

     また同時に、圧力と介入ということで、それでよろしくお願いいたしたい

と思います。 

○議長 千野榮治  木暮君、今の質問はどういう意味だかちょっとわからないんだ

けれども、もう１回質問をしてください。どういうことだか。圧力という部

分のあれを言っていたんだけれども、ちょっともう１回。どうぞ。 

○２番 木暮弘元  それでは、もう一度。この文言に対しては、このままでいきた

いと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長 千野榮治  そういうことでなく、文章の中の圧力ということを今述べられ

たんですが、文章に圧力という部分が、教育委員会の委員が圧力をかけられ

たというふうに、この文面になっているんではないかと思うんだけれども、

その辺はどういうふうな今質問なんですか。もう１回ちょっとその辺を、こ

の圧力についてちょっと答えてください。 

○２番 木暮弘元  この決議案の文中にもありますように、私個人に対しても教育

委員会が圧力をかけたということでございまして、この圧力を加えたという

ことについても、これは言った事実がございますので、そういうふうな文章
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にいたしました。 

○議長 千野榮治  木暮君、意味がわからないんだけれども。 

（「質疑だから質問しないとまずいでしょう」「議事進行」の声あ 

り） 

○議長 千野榮治  わかりました。今のは意味不明なので取り上げません。 

     ほかに質疑ございますか。木暮弘元君、きちっと質問してくださいね。 

（「質疑は３回までだからな。の声あり） 

○２番 木暮弘元  次に、群馬県スポーツ推進協議会の廣岡敏彦前会長から、下仁

田町教育委員会あてに、平成２４年６月１３日…… 

○議長 千野榮治  木暮君、決議文の中に入っているかい、それは。何それは。あ

なたはちょっとあれが違っているんじゃない。スポーツ、何、群馬県という

のはどういう意味ですか。群馬県のスポーツ何かがあれしたということはど

ういうことなんですか、それは。佐藤公夫君 

○１２番 佐藤公夫  ただいま木暮議員からの発言の中に、群馬県スポーツ推進副

会長、廣岡何とかということを今申し述べているようですけれども、その件

について、暫時休憩をとって調査をさせてください。 

○議長 千野榮治  そういう提案がございました。 

     それでは、暫時休憩をして、その部分についてはちょっと審議をさせてい

ただきたいと思います。じゃ、ここで暫時休憩いたします。 

    休  憩  午前１１時３３分 

    再  開  午前１１時４２分 

○議長 千野榮治  それでは、休憩を解いて再開いたします。 

     先ほどの質疑でございますけれども、決議文から離脱をしておりますので、

先に決議文のことで審議をしていただきたいと思いますので、お願いをいた

します。どうぞ。 

○２番 木暮弘元  ただいま私が島﨑委員長さんにいろいろと参考資料を提出させ

ていただきました。例えば１０月３１日に参考資料をお渡しいたしまして、

文部科学省の法的な見解等の添付書類をお渡しいたしました。それは委員さ

んがきちんと精査をいたしまして、この議決に署名していただいたのかとい

うことを１点伺いたいなと思っております。 

○議長 千野榮治  委員長 

○公開質問状に関する調査特別委員長 島﨑紘一  先ほどの調査委員会の報告並び

に決議に関する議案、これについては、さまざまな情報を教育委員会、また

当事者からいただいております。しかしながら、冒頭、この調査委員会の目
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的として、まず法的問題にとらわれないと。議員が教育委員会に個人的問題

で介入したかどうか、あるいはそれによって教育委員会関係者への影響がど

うだったか、この３点であります。しかるべきして、議員の兼職とか、ある

いはスポーツ推進委員の推薦の仕方とか、そういうことは調査の対象じゃあ

りません。なぜそういうことを申し上げますかというと、特別公務員基本条

例が下仁田町にもあります。そういう中で、農業委員、あるいはスポーツ推

進委員、監査委員は、特別公務員給与条例にはまっているわけだから。木暮

弘元氏がスポーツ推進委員をすることが法的にどうのこうのなんていう問題

を議論しているわけじゃありませんよ。ただ言えることは、この最後にある

①、②、③、これについては明らかに品位の保持でありますから。地方自治

法第１３２条並びに下仁田町会議規則第１０１条に触れるのではなかろうか

と。 

     それともう一つ、調査の結果の意見として、社会的にも議員として、ある

いは議員は社会全体の奉仕者であると。これを物差しとして考えた場合に、

憲法第１５条の２項、または地方公務員法第３０条、第３３条、あるいは地

方自治法第１３２条、下仁田町会議規則第１０１条に触れるおそれがあると。

そういうことで我々は一つの調査をしてきたわけでありまして。であるから

して、当然この件については、決議文の最後にあります本人に対してこのよ

うなことのないよう深く反省を求めるとして決議文を提出したわけです。よ

ろしくお願いします。 

○議長 千野榮治  木暮弘元君 

○２番 木暮弘元  先ほど議決文書には法的問題にとらわれないという部分につい

ても、説明がありましたけれども、地方自治法の規定にある兼職禁止規定、

兼業禁止規定に当てはまらない事案と認識されてということでございますけ

れども、やはり国の法律をもとにして行政は執行しておるはずでございます。 

○議長 千野榮治  木暮君、法的に、法的にというんだけれども、先ほども委員長

が、今説明したように、法的にとらわれない形の中で調査特別委員会を何回

も開かせていただいたという経緯がありますので、その部分についてはもう

質問はひっこめてください。そうじゃないと議会がこんなに停滞をするとい

うことは、もうこれ以上の質疑はちょっと受け付けられませんので、採決を

させていただきたいと思いますので、着席してください。 

     質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。討論ございま

せんか。どうぞ。 

○２番 木暮弘元  反対討論を行います。 
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     反対理由、公開質問に踏み切った理由を正しく再度申し上げます。平成２３

年１１月２８日、千野議長さんから体育指導員、もちろんスポーツ指導委員

を辞任するように要請されました。私は議員も指導員も両方しっかりやって

いきますとお答えいたしました。平成２３年１２月２６日、教育委員会の定

例会が開催された。体育指導員の任期満了に伴う手続について協議され、通

常は本人の意思を確認し、継続の意思のない場合は地区推薦、または教育委

員会推薦の手続を踏んでいる。結論、通常のとおり本人の意思を確認する。

これは会議録に記載されております。同日午後５時４０分、石井教育委員長

が家に訪ねてきまして、聞き取りの中で、私は職責を全うし、継続再任の意

思を石井教育委員長に伝えました。また、同日の教育委員会では、次年度の

体育指導員…… 

（「本人の話をしているんじゃないか。反対討論だから、議案に対 

して賛成か反対かいう」の声あり） 

○議長 千野榮治  木暮君、経過報告をお願いしているわけじゃないんで、この決

議文に対しての反対討論であれば、この決議文の中の反対討論をしてもらわ

ないと。ずっとこのまま議会がとまってしまうんだけれども。千野だとか何

だ、議長とか何とかという問題はこの中に入っていないんで、その辺をしっ

かり把握して、決議に対しての反対討論をしてください。 

○２番 木暮弘元  それでは、平成２４年度のスポーツ推進委員推薦は従来どおり

行われたのか、この点についても疑問に思っております。 

（「個人の問題を、常時述べることはないよ。木暮議員として、こ 

の議案に対してどうかということだから。発言をとめてください」 

の声あり） 

○２番 木暮弘元  経過説明とかいろいろしないと、皆さんがご理解ができないん

じゃないかなと思って…… 

○議長 千野榮治  木暮君、議会のルールというのがあるんですよ。これは別に委

員会の中でないんで、議場ですから、公の部分なんで、そういう自分の釈明

というのは、この部分でしてはならないんだ。議決文に対しての反対討論だ

けにしてください。そうじゃないともう却下しますよ。 

○２番 木暮弘元  それでは、この提案した部分につきましては、全く承服ができ

ません。本案に対しては大反対でございます。議員各位の良識ある判断でお

願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長 千野榮治  島﨑紘一君 

○９番 島﨑紘一  反対討論というのはいずれにしても反対の意見であって、ほか
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の議員に見解を催促してはならないというのが大原則でありますから、この

辺は発言の取り消しをお願いします。 

○議長 千野榮治  本人がそうに言ったんで、発言取り消しは別にここでしなくて

もいいと思いますけれども、これは議事録に落ちますので、しっかり落ちま

すので、自分で本人が言ったことなんで、確認をしておいてください。 

     ほかになければ、討論ないものと認め、討論を終結、採決いたします。 

     議案第９０号を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手多数） 

○議長 千野榮治  挙手多数です。よって、議案第９０号は原案のとおり可決され

ました。どうぞ。 

○１２番 佐藤公夫  議案第９０号に対する木暮弘元議員の発言に不適切な部分が

再三、再四、議場内で行われております。この木暮議員の発言に対して、懲

罰特別委員会を設立することを求めます。 

○議長 千野榮治  今、佐藤議員のほうから、この問題につきまして、懲罰特別委

員会を立ち上げていただきたいという申し入れがございました。これにつき

ましてはいかがいたしましょうか。 

（「賛成」の声あり） 

○議長 千野榮治  そうすれば、この件についていろいろの発言がございましたの

で、懲罰特別委員会を設置したいと思います。 

     これにつきましては、佐藤公夫君 

○１２番 佐藤公夫  賛成か反対か。 

○議長 千野榮治  賛成か反対かの、それでは挙手をお願いしたいと思います。 

（挙手多数） 

○議長 千野榮治  挙手６人でございます。そうすると議長…… 

（「人数は要らないの」の声あり） 

○議長 千野榮治  すみません、どうも。こういう問題は難しくてわかりません。 

     それでは、懲罰特別委員会を設置をしていただきたいと思います。 

     それと、先ほど群馬県のスポーツ推進委員ということで、廣岡さんという

名前まで出ましたけれども、これについて教育委員会のほうにそういう公文

書が来ているということでございますので、この議会の中で懲罰特別委員会

も立ち上がりましたので、それを提出していただきたいと思いますが、よろ

しいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○議長 千野榮治  それじゃ、教育委員会、ひとつその来た書類を提示をしていた
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だきたいと思います。 

     それでは、皆さんにお配りをいたします。 

（資料配付） 

○議長 千野榮治  それでは、これで午前中の議会のほうは終了させていただきま

して、暫時休憩をさせていただき、午後１時から再開をさせていただきます。

よろしくお願いいたします。 

    休  憩  午前１１時５５分 

    再  開  午後 １時１２分 

○議長 千野榮治  休憩を解いて再開いたします。 

──────────────────── 

○議長 千野榮治  次に、日程第１２、第８８号議案及び第８９号議案を一括議題

として、第８８号議案 平成２４年度下仁田町一般会計補正予算（第５号）

についてを説明を願います。企画財政課長 

（神戸康全企画財政課長 登壇） 

○企画財政課長 神戸康全  命によりまして、第８８号議案を朗読し、ご提案、ご

説明申し上げます。 

     第８８号議案 平成２４年度下仁田町一般会計補正（第５号）、平成２４

年度下仁田町の一般会計補正予算（第５号）は次に定めるところによる。歳入

歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３，６４６

万９千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５１億１，２５１

万８千円とする。第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ご

との金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補

正」による。地方債の補正、第２条、地方債の変更は、「第２表地方債補

正」による。 

     平成２４年１２月１２日提出、下仁田町長、金井康行。 

     ２ページをお願いいたします。第１表歳入歳出予算補正でございますが、

款の区分と補正額のみ申し上げます。 

     歳入、１款町税１６万６千円、１２款分担金及び負担金１６２万３千円、

１３款使用料及び手数料９万６千円の減、１４款国庫支出金１，７２４万６

千円、１５款県支出金１，８９５万９千円、１６款財産収入４９万９千円、

１８款繰入金１６３万５千円の減、２０款諸収入４５９万３千円の減、２１

款町債４３０万円、歳入合計５０億７，６０４万９千円に３，６４６万９千

円を増額し、５１億１，２５１万８千円としたいとするものでございます。 

     次に、歳出でございます。１款議会費２３万４千円、２款総務費２，９８５万
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５千円の減、３款民生費４，２１５万７千円、４款衛生費９８３万３千円、６款

農林水産業費２６８万４千円、７款商工費３１８万７千円の減、８款土木費

１，７２７万９千円、９款消防費４８５万４千円、１０款教育費４４８万円

の減。次のページをお願いいたします。１２款公債費３０５万円の減、歳

出合計５０億７，６０４万９千円に３，６４６万９千円を増額し、５１億

１，２５１万８千円としたいとするものでございます。 

     次に、第２表地方債補正の変更でございますが、過疎対策事業債の限度額

を３億８，３８０万円に２７０万円増額し、３億８，６５０万円に、施設整

備事業債を１，６８０万円に１６０万円増額し、１，８４０万円とし、起債

の方法、利率、償還の方法は補正前に同じと定めたいとするものでございま

す。 

     次のページをお願いします。次に、歳入歳出予算事項別明細書でございま

すが、１の総括につきましては説明を省略させていただきます。また、２の

歳入及び３の歳出につきましては、さきの全員協議会でご説明いたしました

ので、省略させていただきます。 

     以上でございますが、よろしくお願いいたします。 

○議長 千野榮治  以上で、一般会計の補正予算の説明が終わりましたので、引き

続き第８９号議案 平成２４年度下仁田町簡易水道事業特別会計補正予算

（第２号）について、水道課長に説明を求めます。水道課長 

（金井義富水道課長 登壇） 

○水道課長 金井義富  命によりまして、第８９号議案を朗読し、ご提案、ご説明

申し上げます。 

     第８９号議案 平成２４年度下仁田町簡易水道事業特別会計補正予算（第

２号）、平成２４年度下仁田町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）は、

次に定めるところによる。 

     歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

２９７万８千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億

１，５０３万円とする。第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該

区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予

算補正」による。 

     平成２４年１２月１２日提出、下仁田町長、金井康行。 

     ２ページをお願いいたします。第１表歳入歳出補正予算でございますが、

款の区分と補正額のみ申し上げます。 

     初めに、歳入でございます。４款繰入金２９７万８千円、歳入合計２９７万
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８千円を増額し、１億１，５０３万円としたいとするものでございます。 

     次に、歳出でございます。１款水道事業費２９７万８千円、歳出合計

２９７万８千円を増額し、１億１，５０３万円としたいとするものでござい

ます。 

     次に、３ページの歳入歳出予算事項別明細書でございますが、１の総括に

つきましては説明を省略させていただきます。また、２の歳入及び３の歳出

につきましては、さきの全員協議会でご説明申し上げましたので、省略させ

ていただきます。 

     以上ですが、よろしくお願いいたします。 

○議長 千野榮治  提案説明が終わりましたので、第８８号議案及び第８９号議案

に対する質疑に入ります。質疑に際しましては、会計名とページ数を申し述

べていただきますよう、あらかじめお願いをしておきます。それでは、質疑

を願います。 

（「なし」の声あり） 

○議長 千野榮治  質疑がないようですので、質疑を終結して、第８８号議案及び

第８９号議案は予算決算特別委員会へ付託したいと思います。これにご異議

ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長 千野榮治  ご異議ないものと認め、予算決算特別委員会に付託することに

決定いたしました。 

──────────────────── 

○議長 千野榮治  次に、日程第１３、陳情を議題といたします。 

     ただいま議題となっております陳情第３号 「緊急事態基本法」の早期制

定を求める意見書提出を求める陳情は総務常任委員会に、陳情第４号 安

全・安心の医療・介護実現のための夜勤改善・大幅増員を求める陳情書及び

陳情第５号 介護職員処遇改善加算の継続、拡充を求める陳情書は社会経済

常任委員会に付託いたしたいと思います。 

     ここで暫時休憩をいたします。 

    休  憩  午後 １時２２分 

    再  開  午後 ３時３０分 

○議長 千野榮治  休憩を解いて再開いたします。 

──────────────────── 

○議長 千野榮治  先ほど佐藤公夫君から懲罰特別委員会設置にかかわる懲罰動議

が提出されましたが、懲罰動議については、会議規則第１０９条の第１項の
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規定によって、文書で提出することになっております。よって、佐藤公夫君

ほか５人から懲罰動議が文書で提出されたので、改めて懲罰動議について審

議をしたいと思います。 

     お諮りいたします。 

     懲罰議決については、会議規則第１１０条の規定によって委員会の付託を

省略することができないことになっております。したがって、本案について

は６人の委員で構成する懲罰特別委員会を設置し、これに付託して審査する

ことにしたいと思います。ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長 千野榮治  異議なしと認めます。したがって、本件については、６人で構

成する懲罰特別委員会を設置し、これを付託して審査することに決定いたし

ました。 

     お諮りいたします。 

     ただいま設置されました懲罰特別委員会の委員については、委員会条例第

７条第１項の規定によって、お手元に配付いたしました名簿のとおり指名し

たいと思います。ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長 千野榮治  異議なしと認めます。したがって、懲罰特別委員会の委員は、

お手元に配付いたしました名簿のとおり推薦することに決定いたしました。 

──────────────────── 

○議長 千野榮治  以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

     本日はこれにて散会いたします。 

     大変ご苦労さまでございました。 

──────────────────── 

    散  会    平成２４年１２月１３日  午後 ３時３５分 

 


